
公益財団法人神奈川県消防協会弔慰金及び見舞金支給規程 

 

 

（主旨） 

第１条 この規程は、公益財団法人神奈川県消防協会定款施行細則（以下「細則」とい

う。）第３条の弔慰金及び見舞金の贈与について必要な事項を定めるものとする。 

 

（弔慰金） 

第２条 細則第３条第１号の規定は、公務のため死亡したもの（公務による負傷又は疾

病により死亡したものを含む。）を対象とし、その弔慰金の贈与は次の区分による。 

（１）災害の現場において危険を予測し得るにかかわらず敢然これを冒して職務を執行

した場合  ３００，０００円以内 

（２）前号の危険の程度に至らない災害現場又はこれに準ずる場所において職務を執行

した場合  ２５０，０００円以内 

（３）災害現場若しくはこれに準ずる場所に職務執行のため赴かんとして事故にあった

場合、又は消防訓練等公務の執行に際し事故にあった場合で自己の重大なる過失に

よらない場合  ２００，０００円以内 

 

（傷害見舞金） 

第３条 細則第３条第２号の規定は公務のため障害を負ったものを対象とし、その見舞

金の贈与は次の区分により、障害等級は、非常勤消防団員等に係る傷害補償に基準を

定める政令別表第３によるものとする。 

 

傷害等級 見 舞 金 傷害等級 見 舞 金 

第１級 ２３０，０００円 第８級 ８０，０００円 

２ ２００，０００円 ９  ７０，０００円 

３ １８０，０００円 １０  ６０，０００円 

４ １６０，０００円 １１  ５０，０００円 

５ １４０，０００円 １２  ４０，０００円 

６ １２０，０００円 １３  ３５，０００円 

７ １００，０００円 １４  ３０，０００円 

 

（傷病見舞金） 

第４条 細則第３条第３号の規定は公務のため傷病を負ったものを対象とし、その見舞

金の贈与は次の区分により、医療日数には、医師の指示による柔道整復術の治療若し

くはこれに準ずるものを含むものとする。 



（１）医療１０日以上１ヶ月未満の場合 １０，０００円 

（２）医療１ヶ月以上２ヶ月未満の場合 ２０，０００円 

（３）医療２ヶ月以上の場合 ３０，０００円 

 

（り災見舞金） 

第５条 細則第３条第４号のり災見舞金の贈与は次の区分による。ただし、失火その他

自己に重大な過失のある場合は贈与しないものとする。 

（１）公務出動中、住家がり災した場合 ２０，０００円 

（２）前号以外の場合 １０，０００円 

 

（弔慰金及び傷害見舞金の増減） 

第６条 第２条及び第３条の規定による弔慰金及び傷害見舞金の金額は、特別の理由の

あるときは、理事会の承認を得てこれを増減することができる。 

 

（具申） 

第７条 この規程による弔慰金及び傷害見舞金は第１号様式、傷病見舞金は第２号様式、

り災見舞金は第３号様式により当該消防団員の属する消防団長が会長に具申するも

のとする。 

 

 附  則 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 本規程の施行日前に生じた事案については、前法人である財団法人神奈川県消防

協会弔慰金及び見舞金支給規程の定めるところによる。 

 

 

 

 

 


